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1．子どものための教育・保育給付について  

  平成 27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」により、就学前の子どもの教育・保

育を保障するための「給付制度」と「支給認定制度」が導入されました。 

新制度に移行した幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する場合、市が利用者の費用の一部を

給付費として負担します。そのため、給付対象の施設や事業の利用を希望する場合、教育・保育給付

費の支給について認定申請を行い、教育認定（１号）または保育認定（２・３号）を受ける必要があ

ります。 

◆給付費は、公費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者の皆さまへの直接の給付で 

はなく、市から施設等に支払う仕組み（法定代理受領と言います。）となっています。 

◆認定こども園・保育所・地域型保育などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業所をご利 

用ください。 

 ※市内認可保育施設一覧については、24．25ページをご覧ください 

 

 

 

【施設の種類】 

施 設 区 分 内 容 

幼稚園 
(１号認定) 

小学校以降の基礎を作るための幼児期の教育を行う施設です。 

保育所 
(2・３号認定) 

就労等の理由により家庭で保育のできない保護者にかわって保育を行う施設です。 

認定こども園 
(１・２・３号認定) 

幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 

地域型保育 
(３号認定) 

保育所(原則２０人以上)により少人数の単位で、0～２歳児の保育を行う施設です。 

※現在四国中央市では小規模保育及び事業所内保育の提供を行っています。 
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2．教育及び保育の必要性の認定 

（1）認定の内容 
幼稚園・認定こども園・保育園等の施設を利用するには、認定を受けることが必要となります。 

 

 

 

(※1)私立認定こども園の 1 号認定は満 3 歳のお子さまも入園が可能です。 

 入園が可能な時期は施設によって異なるため、詳細については入園を希望する園に直接お問い合わせ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8年４月１日時点の 

お子さまの年齢は？ 

【保育を必要とする事由】

に該当しますか？ 

◆3ページ参照 

【保育を必要とする事由】

に該当しますか？ 

◆3ページ参照 

 

１号認定 

（教育認定） 

 

 

 

・幼稚園 

・認定こども園 
（幼稚園機能部分） 

２号認定 

（保育認定） 

 

 

 

・認定こども園 
（保育所機能部分） 

・保育所 

３号認定 

（保育認定） 

 

 

 

・認定こども園 
（保育所機能部分） 

・保育所 

・地域型保育 

認定の必要は 

ありません 

 

 

 

・一時預かり 等 

0～2歳 3～5歳(※１) 

はい いいえ はい いいえ 

認

定

区

分 

利用できる施設 利用できる施設 利用できる施設 利用できる事業 
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（２）クラス年齢について 
令和 8年 4月 1日現在の年齢でクラスが決まります。 

※年度途中で誕生日を迎えてもクラス年齢は変わりません。 

 

令和 8年度クラス年齢早見表 

 

 

 

 

 

（３）保育を必要とする事由 

2・3号認定を受ける方は、保護者(父・母)が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当す

ることが要件となります。  

保育を必要とする事由  保 育 実 施 期 間  認 定 区 分  

月 64 時間以上の就労 小学校就学前までの保育を必要とする期間  
保育標準時間 

または保育短時間  

妊娠・出産 

産前８週目（多胎妊娠の場合は産前 14 週目）が属する

月の初日から産後８週目の翌日が属する月の末日まで 
保育標準時間 

その他、医師の診断による安静指示がある期間 

（産前期間のみ） 

保護者の疾病、障がい  小学校就学前までの保育を必要とする期間  
保育標準時間 

または保育短時間  

親族の介護・看護 
（月 64 時間以上の従事） 

小学校就学前までの保育を必要とする期間  
保育標準時間 

または保育短時間  

求職活動 
（起業準備を含む）  

入所後 90 日を経過する日の月末まで  保育短時間  

保護者の就学 
（月 64 時間以上） 

職業訓練校や大学等へ通学する期間  
保育標準時間 

または保育短時間  

虐待やＤＶのおそれ 小学校就学前までの保育を必要とする期間  保育標準時間 

災害復旧 災害の復旧が完了すると見込まれる期間  保育標準時間  

その他、上記に類する状

態として市が認める場合  
小学校就学前までの保育を必要とする期間  

保育標準時間 

または保育短時間  

※認定区分が標準時間の場合、保護者の希望により短時間を選ぶことも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 クラス年齢 生年月日 

0 歳児 クラス 令和 7 年４月 2 日 ～  

1 歳児 クラス 令和 6 年４月 2 日 ～ 令和 7 年 4月 1 日 

2 歳児 クラス 令和 5 年４月 2 日 ～ 令和 6 年 4月 1 日 

3 歳児 クラス 令和 4 年４月 2 日 ～ 令和 5 年 4月 1 日 

4 歳児 クラス 令和 3 年４月 2 日 ～ 令和 4 年 4月 1 日 

5 歳児 クラス 令和 2 年４月 2 日 ～ 令和 3 年 4月 1 日 



4 

 

（４）保育の必要量 

保護者の「保育を必要とする事由」の種類により、「保育標準時間」と「保育短時間」とに分けて 

「保育の必要量」の認定をします。 

 保育標準時間 
1 日あたり最大 11時間までの利用（11時間を超えての利用は延長保育）  

※保育を必要とする事由「就労」の場合 月 120時間以上 

【利用時間】7時 30分から 18時 30分まで（最大 11時間） 

 
7：００   7：30                              18：30   19：00 

延長保育(*1) 11時間のうち保育を必要とする時間 延長保育(*1) 

(*1)  妻鳥保育園・東保育園・土居保育園・みしま乳児保育園については、勤務状況等により必要

と認められる場合、11時間の枠を超えての利用が認められます。 

 

保育短時間 
1 日あたり最大 8時間までの利用（  8時間を超えての利用は延長保育）  

※保育を必要とする事由「就労」の場合 月 64時間以上 120時間未満 

【利用時間】8時 30分から 16時 30分まで（最大 8時間） 

 
7：00        7：30      8：30                       16：30             18：30      19：00 

延長保育(*1) 延長保育(*2) ８時間のうち保育を必要とする時間 延長保育(*2) 延長保育(*1) 

(*1)  妻鳥保育園・東保育園・土居保育園・みしま乳児保育園については、勤務状況等により必要 

と認められる場合、11時間の枠を超えての利用が認められます。 

(*2)  勤務状況等により必要と認められる場合、開園時間の範囲内において、8時間の枠を超えて 

の利用が認められます。 

 

【注意事項】 

・保育の必要量は「最長で保育園等を利用することができる時間」であり、そのままお子さまの 

保育時間となるわけではありません。実際にご利用いただける時間帯は、家庭でお子さまを保 

育することができない時間帯のみです。 

・保育することができない時間帯やお子さまの状況等を踏まえて園との相談により、保育の必要 

量認定が変更となる場合があります。 

 ・保育施設しゃぼん玉のみ利用時間が異なります。詳しくは 25ページをご覧ください。 

 ・延長保育を利用する場合、別途延長保育料金が発生します。 

  ※延長保育の利用料金については、各施設にお問い合わせください。 
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 3．入所申込み（教育・保育給付認定申請）の手続き 

保育認定を受ける場合 

保育園、認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合は、市役所の窓口へお申込みください。利用

調整を行い、入所可能施設の決定を行います。 

◆提出書類◆ 

①特定教育・保育給付認定申請書兼入所（園）申込書 

②保育園等申込児童の問診票 

③保育の必要性を証する書類 （6ページ(１)参照） 

④家庭状況に応じて必要な書類（7ページ(２)参照） 

⑤保育所等入所に係る重要事項確認書兼同意書 

⑥きょうだい同時申込意向確認票 

※①.②の書類については、申請児童 1名につき、1部必要です。 

※③～⑤の書類については、きょうだいで同時に申し込む場合、どちらかの必要書類はコピーで

も構いません。 

※⑥の書類については、きょうだいで同時に保育施設を申し込む場合、提出が必要です。 

 

 

教育認定を受ける場合 

幼稚園、認定こども園（教育部分）の利用を希望する場合は、施設への入所申込みを経て、入所決定

後に施設を通じて教育・保育給付認定申請をしてください。なお、認定申請に際しては、家庭状況に

応じて必要な書類があります。（7ページ(２)参照） 

 

【預かり保育を希望する場合】 

→ 幼稚園、認定こども園（教育部分）の利用を希望する中で、保育認定があれ

ば、預かり保育料金が還付されます(上限あり)ので、施設へ申込みを行って

ください。（提出書類：6ページ(１)参照） 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

【預かり保育料金の還付について】 
～～働きながら認定こども園・幼稚園の教育部分を利用できます～～ 
 

1 号認定（教育認定）で施設をご利用している方でも、市から保育の必要性の認定を受けることによ

り、預かり保育料金が日額４５０円まで無償（後日、還付）になります。 

 

対象施設：私立認定こども園及び新宮幼稚園 

※預かり保育料金については、各施設にお問い合わせください。 

 
（預かり保育利用：イメージ図） 
7：30              9：00                                           14：00         18：30 

預かり保育 教育認定の保育時間 預かり保育 
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 4．入所申込みに必要な書類  

（1）保育の必要性を証する書類  

保育を必要とする事由 提出が必要な書類 添 付 書 類 

就労 

会社員・内職 

パート 

アルバイト 等 

就労証明書 

 
※就労先事業者等に無断で作成

し、改変を行ったときには、

刑法上の罪に問われる場合が

あります。 

 

自営業 

農業・漁業等 

【法人化していない自営業主の場合】 

・確定申告書の写し（申請時点で最新のもの） 

・開業届の写し（開業後１年以内） 

・営業許可証の写し（開業後１年以内）   等 

-------------------------------------------- 

【事業従事者の場合】 

・専従者であることが確認できる書類 
（自営業主の確定申告書で専従者の名前が 

確認できるページの写し等） 

・事業に従事していることが確認できる書類  
（直近３ヶ月の給与明細、シフト表等） 

妊娠・出産  保育事由に係る申立書 

・母子健康手帳の写し 
（表紙・出産(予定)日が記載されているページ） 

【産前８週より前に保育を希望する場合】 

・診断書 

・母性健康管理指導事項連絡カードの写し  等 

※入院加療、自宅療養等の安静指示があるもの 

保護者の疾病、障がい  保育事由に係る申立書 

【病気である場合】 

・診断書（家庭内保育が困難である旨記載のもの） 

※申込み時点で作成後６ヶ月以内のもの 

【障害がある場合】 

・身体障害者手帳の写し ・療育手帳の写し 

・診断書                 等 

親族の介護・看護  

保育事由に係る申立書／ 

タイムスケジュール 

（申立書裏面） 

・身体障害者手帳の写し・介護保険証の写し 

・療育手帳の写し・精神障害保健福祉手帳の写し 

・診断書                 等 

求職活動 

（起業準備含む） 

保育事由に係る申立書 
※入所後 3か月以内に就労証明書

等が提出されない場合、退所と

なります。 

 

就学 

保育事由に係る申立書／ 

タイムスケジュール 

（申立書裏面） 

・在学証明書及びカリキュラムがわかるもの 

虐待やＤＶのおそれ  
保護命令書の写し、 

警察署への届出等 
 

災害復旧  罹災証明書   

育児休業中の継続利用

（※） 

保育幼稚園課まで 

お問い合わせください 
 

その他、上記に類する

状態として市が認める

場合  

市が必要と認める書類  

※新年度入所申込みが可能な児童は、地域型保育事業所または乳児保育所の卒園児に限ります。 
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（2）家庭状況に応じて必要な書類  

状 況 必 要 書 類 

ひとり親世帯 
児童扶養手当受給者証、ひとり親家庭医療費受給者証、 

戸籍謄本の写し 等 

離婚を前提に別居している 離婚調停中であることがわかるもの（裁判所発行） 

障害のある方がいる世帯 

（在宅障がい児(者)） 

身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳、 

特別児童扶養手当証書 等の写し 

保護者が海外勤務をしている 勤務先が発行する給与の支払い明細など海外での収入がわかる書類 

生計中心者が失業している 退職事由が確認できるもの 

里親の委託を受けている 里親委託（措置）決定通知書の写し 等 

※その他にも、必要に応じて書類を提出していただくことがあります 。 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、保育所等の利用手続

きの際にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。

 

１．番号確認書類 マイナンバー確認に提示が必要な書類（※保護者（父・母）と申請児童） 

状 況 書 類 名 

マイナンバーカードがある場合 マイナンバーカード 

マイナンバーカードがない場合 

※いずれか１点で可 

①マイナンバー記載の住民票 

②マイナンバー記載の住民票記載事項証明書 

③マイナンバー通知カード 

※通知カードに記載されている住所や氏名に変更がない場合 

のみ使用可能 

個人番号通知書は番号確認書類として使用できません 

２．身元確認書類 身元確認に提示が必要な書類（※申請書を持参される方） 

書 類 名 

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付き証明書（いずれか１点） 

 

保育所等利用申込み手続きに 

『マイナンバー（個人番号）』の記載及び確認が必要です。 

保護者と申請児童のマイナンバーの記載及び提示が必要です。 

また、申請時には、お越しいただいた方の身元確認を行いますのでご協力をお願いいたします。 
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5．入所申込みから利用決定までの流れ 

【令和 8 年 4月 1日から入所を希望する場合（新規入所）】 

申込みにあたり、事前に希望施設へ見学されることをおすすめします。 

※見学の際は、あらかじめ施設にお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

(1) 

申込受付 
 

【受付期間】 

10/1(水)～10/24(金) 

【受付時間】 

8：30～17：15 

10/1(水)～10/10(金)の期間は 

第１希望の施設の受付指定日に必要書類を提出してください。 

※受付場所については 9月号広報をご確認ください。 

【受付指定日に申込みできない場合】 

予備受付日：10/14(火)～10/24(金) 

保育幼稚園課または川之江・土居福祉窓口でお申込みください。 

【注意事項】 

・受付期間(10/1～10/24)の間に入所申込みを行った方と 10/27以降に入所申込みを行った方と 

では利用調整の時期が異なります。※(2).(4)をご確認ください。 

・受付期間(10/1～10/24)の間に提出された書類に不備がある場合は、仮受付として取り扱います。

10/31までに必ず不備のあった書類を提出してください。 

 

(2) 

利用調整（１回目） 
 

【期間】 

11月上旬～1月 

【対象者】10/1～10/24の間に申込みがあった方 

・保育を必要とする事由（3ページ参照）や就労等の時間に応じて認定 

を行います。 

・採点基準（15ページ）をもとに点数化を行い、優先度の高さを決定 

し利用調整を行います。 

 

(3) 

利用調整結果通知 

 
【通知予定】 

１月下旬～２月上旬 

【希望施設に入所が内定した方】 

「利用調整結果通知書」及び「支給認定事項通知書」を送付します。 

※入所内定施設との面談については、別途お知らせします。 

【希望施設に入所できなかった方】 

・利用調整結果に関する書類を送付後、「(4)利用調整（2回目）」を 

実施します。 

 

(4) 

利用調整（２回目） 

 
【期間】 

２月下旬 

【対象者】・(3)で入所ができなかった方 

・10/27以降 1/30迄に申込みがあった方（※） 

(２)と同様に利用調整を実施し、順次、保育施設をご案内します。 

・入所可能施設をご案内できなかった場合は、「保育所等入所保留通知 

書」を送付します。 
※１/30 以降に申込みがあった方の選考について、以下の日程で行います。 

①2/2～2/13 までに申込があった方 

②2/16～2/27 までに申し込みがあった方 

③3/2～3/10 までに申込みがあった方【最終】 

 

(5) 
利用決定 

【入所日】４月１日～ 

・入所後、お子さまが集団生活に慣れることを目的として、慣らし保育

を実施しています。（概ね２～３週間程度）入所後しばらくはお迎え

の時間が早くなりますのでご協力をお願いします。 

・保育料は入所後、園を通じてお知らせします。 
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【出生前の保育施設入所申込みについて（4月入所のみ）】 
 

保育施設入所申込み受付期間を早く設定していることから、４月入所申込みについては、出生前の申

込みを受付けます。（5月～翌年３月入所の申込みは出生後の申込みになります。） 
 

No. 項目 内容 

1 申込み手続きについて 

入所申込みから利用決定までの流れにつきましては、8 ページをご覧

ください。 

【必要書類】 

①特定教育・保育給付認定申請書兼入所（園）申込書 

※申請児童の氏名、生年月日、マイナンバー等は空白のまま提 

出してください。 

②保育の必要性を証する書類 （6ページ(１)参照） 

③家庭状況に応じて必要な書類（7ページ(２)参照） 

④保育所等入所に係る重要事項確認書兼同意書 

⑤申込児童の母子手帳の写し 

※表紙・出産予定日の記載があるページ 

2 

出生前の保育施設利用 

申込みが可能な対象児童

について 

４月１日時点で保育施設の入所可能月齢に達している場合のみ申込み

が可能です。 

入所可能月齢が生後 57日からの施設 

受入可能施設 みしま乳児保育園 

出生予定日 令和 8年２月 3日まで 

 

入所可能月齢が生後２か月からの施設 

受入可能施設 保育施設しゃぼん玉 

出生予定日 令和 8年２月 1日まで 

 

入所可能月齢が生後 100日からの施設 

受入可能施設 
乳児保育所こども村 

乳児保育所こころ 

出生予定日 令和７年 1２月 22日まで 

 

入所可能月齢が生後 4か月からの施設 

受入可能施設 ひまわりハッピー保育園 

出生予定日 令和７年 1２月 1日まで 
 

【注意事項】 

以下の場合は、入所時期の延期または入所不可となることがあります。 

・出生日が出産予定日と異なったことにより、４月１日時点で受け入れ可能な月齢に達してい

ない場合 

・発育状況等の理由で、安全に保育を行うことが難しいと施設が判断した場合 

3 出生後の手続きについて 
問診票の記入及びお子さまのマイナンバーの確認が必要となります。 

出生後、保育幼稚園課（市役所２階）までお越しください。 
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【新 4 歳児（年中）新 5 歳児（年長）のお子さまで転園を希望する場合】 

～現在ご利用の施設に在籍のまま転園申請ができます～ 
 

 

 

新 4歳児・新 5歳児のお子さまを対象に、現在ご利用の施設に籍を置いたまま、希望する施設に転

園の申請ができるようになりました。通常の入所申請とは申込方法が異なりますのでご注意ください。 

 

【転園申請の対象児童】 

・令和８年度に新 4歳児（年中）・新５歳児（年長）になるお子さま 

【条件】 

・２号認定（認定こども園の場合保育部分の利用）を受けていること 

・現在ご利用の施設に令和８年度現況届を提出していること 

 

入所申込から利用決定までの流れ 

(1) 

申込受付 
 

【受付期間】 

10/1(水)～10/24(金) 

【受付時間】 

8：30～17：15 

【申込受付場所】保育幼稚園課（市役所２階） 

≪必要書類≫ 

・令和８年度 転園希望申請書 

・運転免許証等の顔写真付き証明書 

【注意事項】 

「令和８年度 転園希望申請書」は保育幼稚園課（市役所２階）で直接お渡しいたします。 

※申請できる園は１施設のみです。 

 

(2) 

結果通知 
 

【通知予定】 

１月下旬～２月上旬 

【転園が決まった方】 

・転園が決まった施設との面談を実施していただきます。 

 ※結果通知書に問診票等を同封していますので、必要事項を 

記入の上、現在、在籍している園にご提出ください。 

・現在、在籍している園に退園届を提出してください。 

・転園先への入所を辞退することはできません。 

【転園ができなかった方】 

・令和８年 4月 1日以降も、引き続き、在籍している施設をご利

用できます。 

 ※特段、手続きの必要はありません。 
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各施設の空き状況を公表しています。 

こちらからご確認ください。 

【年度途中の入所を希望する場合（途中入所）】 

 

【提出先】  保育幼稚園課（市役所２階）または川之江・土居福祉窓口  

【申込締切日】入所希望月の前月 10日(土・日・祝の場合は直前の開庁日) 

       ※入所希望施設の追加や変更がある場合は申込受付期間内に保育幼稚園課または川之

江・土居福祉窓口までお越しください。（申請内容は年度内は有効となり、提出され

た書類の内容で毎月利用調整を行います。） 

【受付時間】   8：30～17：15 

【入所日】  原則、月の初日（１日） 

       

 

【年度途中入所申込受付期間】 

※入所希望月の６か月前から申込みできます。 

 

 
・入所希望月の前月 20日頃に利用調整結果の通知「保育施設利用調整結果通知書」を発送いたしま

す。なお、希望施設に空きがなく、入所保留となった場合は、「保育施設利用調整結果通知書」と併

せて、「保育所等入所保留通知書」及び「入所申込書（写し）」を発送いたします。 

 

入所保留となった場合について 

保育幼稚園課では、保育所等への入所が保留となっていることを証明する書類として「保育所等入所

保留通知書」を発行しています。この通知書は育児休業期間及び育児休業給付の延長を勤務先等に申請

する際に必要となる場合があります。なお、育児休業期間の延長などに関する手続きの詳細について

は、勤務先又はハローワークに直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。 

 

入所希望月 申込受付期間 
ホームページ 

公表予定日 

 

令和 8 年 ５月 4 月１０日(金)まで 

毎月 20日頃 

 

 6 月 5 月 8 日(金)まで 

 7 月 6 月１０日(水)まで 

 8 月 7 月１０日(金)まで 

 9 月 8 月１０日(月)まで 

 １０月 9 月１０日(木)まで 

 １１月 １０月 9 日(金)まで 

 １２月 １１月１０日(火)まで 

令和 9 年  １月 １２月１０日(木)まで 

 2 月 1 月 8 日(金)まで 

 3 月 2 月１０日(水)まで 

【選考の流れ】 （例）7 月１日入所選考の場合 

 

5月 20日頃…7月入所受入可能状況公表 

6月 10日 …入所申込締め切り（希望施設の変更・追加を含む） 

6月 20日頃 7月入所に係る結果通知の発送 

 

 

(1)申込受付

あ 

(2)利用決定 
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6．申込みについての注意事項 

(１)特定教育・保育給付認定及び利用調整については、利用開始希望日の状況に基づいて選考を行いま

すので、利用開始希望日の保育の必要性に応じた書類を提出してください。 

例：令和８年４月１日から入所希望の場合、４月１日時点の保育の必要性に応じた書類を提出 

(２)転入予定の方は、当市にて申し込めますが、入所月の１日までに転入が確認できない場合は申込み

が無効となりますので、お早めに手続きを済ませてください。 

(３)育児休業から復職する場合、原則、入所月の月末までに育児休業を終了し、翌月１日までに復職し

ていただく必要があります。また、入所後「復職証明書(市様式)」を提出していただきます。会社都

合等の理由により復職が遅れることが分かった場合は、速やかに保育幼稚園課までご相談ください 

※派遣会社に雇用されている方が育児休業を取得している場合は、同じ派遣会社で復職してくださ     

い。なお、就労先については、育児休業前と異なる会社でも差し支えありませんが、就労証明書に

記載されている時間で勤務するようにしてください。 

※雇用内定の状態で入所が決定した場合も同様の取り扱いとし、「勤務開始証明書（市様式）」を       

提出していただきます。 

(４) 市内地域型保育または乳児保育所の卒園児を除き、育児休業を理由とする新規申込みは認められま

せん。 

(５)在園児で 4月 1日付の転園を希望される場合は 3月末で退所となり、新規の申込みと同様の扱い

になります。希望の施設に入所できず、元の施設を希望される場合においても、利用調整（優先順

位による）の対象となりますので元の施設に戻れない場合があります。 

※新年中・年長児として「転園希望申請書」を用いて申請を行う場合はこの限りではありません。 

(６)提出された書類内容が事実と異なる場合は、認定及び入所内定を取り消す場合があります。 

(７)申込み以降、以下の事象が生じた場合は速やかに保育幼稚園課までご連絡ください。 

・世帯構成（婚姻・離婚等）に変更が生じた場合 

・保育を必要とする保育施設を変更したい場合 

・入所を希望する保育施設を変更したい場合 

(８)申込時に申告した書類の内容及び世帯の状況に変更があり、書類の差し替えが必要な場合は以下の

期日まで提出を受け付けます。 

４月入所の場合…12月末まで 

年度途中入所の場合…入所希望月（入所選考月）の前月 10日まで 

※原則として、上記期日までに提出された書類の内容で選考を行います。 

※上記期日を過ぎて状況が変わった場合においても、速やかに手続きを行ってください。 

(９)入所申請を取り下げる場合や入所内定（決定）後に辞退する場合については、速やかに保育幼稚園

課までお越しください。 

 

 

 

 

よくあるご質問等につきまして

は、市 HP に掲載しております。 

QR コードよりご確認ください。  
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 7．医療的ケアが必要なお子さまが入園を希望される場合 

四国中央市では、医療的ケアを必要とする市内在住のお子さまについて、保育施設等において集団生

活が可能である場合は入所申込みをすることができます。なお、申込みにあたっては４月入所が基本と

なります。入所申込みを希望される方は、別途手続きが必要となりますので事前に保育幼稚園課までご

相談ください。 

 

【対象児童】 

 ３歳児クラス以上を基本とし、主治医が、集団生活が可能であると認めた児童 

 

 8．広域入所を希望される場合 

「広域入所」とは 

お住まいの自治体を越えて保育所等を利用することをいいます。 

 利用に際しては条件があり、自治体間で協議を行い、利用の可否を決定することとなります。 

広域入所の要件 

・保護者の勤務地が希望保育所等の所在する市区町村にある 

・保護者が里帰り出産する 

・希望保育所等の所在する市区町村に転出（転入）する予定がある  等 

※私立認定こども園（教育部分）及び私立幼稚園を希望する場合、施設に直接お問い合わせください。 

 

 市内在住で、四国中央市外の保育施設・認定こども園（保育部分）に子どもを通わせたい場合(委託) 

ご希望の施設がある市区町村の保育担当課に、市外在住者の申込みが可能か（利用条件に該当する 

か）、入所申請締め切り日、必要書類をご確認ください。 

（１） 四国中央市の様式をご使用いただき、必要書類をご準備ください。 

（２） 四国中央市保育幼稚園課へ書類をご提出ください。 

※手続きに時間を要しますので、ご希望の施設がある市区町村の入所申請締め切り日の１週間ほ

ど前までに、余裕をもってご提出ください。 

※転出予定の場合について、転出先の市区町村にて直接申込み可能な場合があります。あらかじ

め、ご確認ください。 

 

【注意事項】 希望施設として、市内・市外の保育施設を併願して申し込むことはできません。 

 

市外在住で、四国中央市内の保育施設・認定こども園（保育部分）に子どもを通わせたい場合(受託) 

（１） 広域入所の要件に当てはまるかご確認ください。 

（２） 居住市区町村が指定する様式をご使用いただき、必要書類をご準備ください。 

（３） 居住市区町村の保育担当課に書類をご提出ください。 

※四国中央市の入所申請締め切り日に間に合うよう、余裕をもってご提出ください。 

※転入予定の場合に限り、四国中央市にて直接申込みが可能です。 
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 9．利用調整について 

・利用調整とは、入所可能人数を超えて申込みがあった場合、提出していただいた書類などをもとに利

用調整指数を算出し、優先度の高いお子さまから入所の内定を行うことです。 

・利用調整指数は、「四国中央市保育施設利用調整実施基準」（15ページ参照）に基づき、父母それ

ぞれの『基準点』を加算し、家庭状況等に関する『調整点』で加減し、算出します。 

 

◆四国中央市の利用調整方法◆ 

【私立保育施設を第 1希望とする方】（令和７年度入所申込みから実施） 

 原則として、第 1 希望の方を優先して、利用調整を行います。（定員を超える場合は、利

用調整指数の高い方から順に案内します。）第 2 希望以降の調整については希望順位に関

係なく、利用調整指数が高い方から順に内定します。 

【公立保育施設を第 1希望とする方】 

希望順位に関係なく、利用調整指数が高い方から順に内定します。 

【注意事項】 

・利用調整指数に限らず、家庭の状況、保育の継続性等、保育の必要性を総合的に勘案し、 

必要と認める場合には希望順位を繰り上げて利用調整を行うことがあります。 

 ・利用調整指数が同点の場合は、「四国中央市保育施設利用調整実施基準」（15ページ参 

照）の「3.利用調整指数が同点の場合の優先順位」を基準に利用調整を実施します。 

 ・申込みの状況によっては、希望する施設を利用出来ない場合があります。また、きょうだ 

いで同じ施設の利用を希望されていても、同じ施設を利用できないことがあります。 
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10．保育施設利用調整実施基準 

番号 事  由 就労時間等 基準点 番号 区  分 適  用 調整点

160時間以上／月 10

140時間以上／月 9

120時間以上／月 8

100時間以上／月 7 2 生活保護世帯 生活保護の受給世帯 3

80時間以上／月 6 3 親のいない家庭 死亡、行方不明、拘禁等の理由により親がいない場合 3

64時間以上／月 5 4 多子家庭 多子家庭の第3子以降である児童について 1

160時間以上／月 10

140時間以上／月 9

120時間以上／月 8

100時間以上／月 7

80時間以上／月 6

64時間以上／月 5

160時間以上／月 8

140時間以上／月 7

120時間以上／月 6

100時間以上／月 5

80時間以上／月 4

64時間以上／月 3

64時間以上／月 4

入院 概ね1ヶ月以上の入院 10

疾病のため概ね1ヶ月以上臥床している場合 10

精神障害者保健福祉手帳の所持以外で医師の診断があるもの 8

医師に1ヶ月以上の加療･安静を要すると診断された場合 7

上記以外で医師に保育困難であると診断された場合 3

10

8

6

入院等により常時付添の必要性がある場合 10

週4日以上の通院に付き添っている場合 6

上記以外の介護・看護の場合 4

160時間以上／月 10

140時間以上／月 9

120時間以上／月 8 13 祖父母の状況 市内在住の祖父母がいないもの 1

100時間以上／月 7

80時間以上／月 6

64時間以上／月 5

15 幼稚園入園内定 幼稚園入園が内定されている場合 最下位

16
児童が医療的ケアを
必要とする場合

日常的に医療的ケアを必要としている児童で、
保育施設において集団生活が可能であると判
断されたもの

調整
協議

7
育児休業中の

継続利用
2 17 その他の状況

児童福祉等の観点から特に調整が必要とされ
た場合

調整
協議

8 虐待・ＤＶ 10 18 広域入所
市内在住児童の入所を優先するため、利用調整
実施後の状況により判断する

調整
協議

9 災害復旧 10

10 その他 3.利用調整指数が同点の場合の優先順位（以下の順とする）

◆注意事項

・ 利用調整指数は父母それぞれの基準点を合算し、調整点によって加減する。ただし、ひとり親世帯の場合は、

いない方の親の点数を10とし、両親がいない場合は、養育者の勤務形態等の点数とする。

・ 保育を必要とする事由が複数ある場合、原則として配点の高いもので採点を行うものとする。

・ 保育を必要とする事由が複数あり、どの事由でも最低点に満たない場合、それぞれの事由に係る従事

時間等を合算し、最も従事時間の長いものを主たる事由として採点を行うものとする。  

・ 調整点については、該当するもの全てを加(減)算する。また、一つの区分において複数該当する場合は、

該当するもののうち最も点数の高いものを加算する。

・ 保育料等の未納がある場合（卒園児含む）、納付が確認できるまで利用調整の対象外とする。

・ 施設の再編等に伴い、転園する児童の利用調整実施基準については別途定める。

上記においても優先順位がつけられない場合は、世帯の状況等を総合的に判断し、
入所調整を行う

3 地域型保育事業所等を卒園するもの

4 ひとり親家庭で同居する祖父母がいないもの

5 当該施設の希望順位が高いもの

6 求職活動
雇用条件等を確認できる就労先内定者を除いた
就労活動中（起業準備を含む）のもの

2

育児休業取得時に既に保育を利用しており、継続利用が必要と認められる場合
※地域型保育施設及び乳児保育所の卒園児が対象

虐待や配偶者から暴力を受ける恐れがある

6 基準点が高いもの

7
同一世帯における18歳以下（18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある
子）の兄弟姉妹の多いもの

育児休業の延長による自宅
保育が許容できる場合
（他の調整点との重複不可）

保育所等に入所できない場合、育児休業の延
長が許容できるもの
（入所申込書の「育児休業中の場合」より判断）

-9

震災･風水害･火災等で家屋が失われ復旧にあたる場合

類似項目を適用し適宜指数を調整する

1
兄弟姉妹と同時期に認可保育施設への利用が見込まれるもの（①、②の順とする）
①兄弟姉妹が既に入所しているもの　②兄弟姉妹が同時申込するもの

2 3～5歳児で小学校区内の保育施設を第1希望とするもの

4 介護･看護
親族の
介護・看護

入院等

通院
就労時間等が120時間以上／月のもの 10

自宅療養

軽度の症状で通院･加療を要する

障がい

身体障害者手帳１・２級、 療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者

身体障害者手帳3級、 療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳3級所持者

身体障害者手帳４級以下所持者

12

保育士等※の子どもの利用
 ※ 市内の保育園、幼稚園、認定こど
も園、地域型保育事業所または市長
が認める保育施設で勤務する保育士
資格・幼稚園教諭資格を有する者

就労時間等が140時間以上／月のもの

居宅療養

常時臥床

5 就学 職業訓練校を含む学校等に就学するもの

就労時間等が100時間以上／月のもの 5

14

2

2
精神疾患

一般療養

11 地域型保育所等の卒園児

15

市内地域型保育施設等において、入所期間満
了に伴い卒園する児童で、４月に転園が必要と
なるもの（２歳児クラスで保育を終了する施設に
ついても同様）

5

2

四国中央市保育施設利用調整実施基準

1.保育利用の優先順位に関する基準点 2.児童の家庭状況等に関する調整点

保育利用にあたる保護者の就労形態等 考慮すべき世帯の状況等

類   型

5

自営業
　（農業・漁業従事者を含む）

中心者

5 生計中心者の失業
生計中心者が失業し（自発的失業を除く）、速や
かな就労が必要であると認められるもの

2

6
虐待・DVの恐れなど
社会的養護が必要な場合

保護証明（接近禁止命令、退去命令）を受けた
もの「特別の支援を要する家庭」として、児童相
談所等の通知を受けたもの

5

2

協力者

8 育児休業明け

育児休業明けで復職するもの
育児休業取得により退所していた児童が保護者
の復職により再利用を希望する場合
(4月入所：1月1日から5月1日までの間に復職す
る場合に限る)

1

2 妊娠・出産
出産８週前（多胎妊娠の場合は１４週前）の月初から出産８週後の月末まで

9
その他、医師の診断による安静指示がある（産前期間に限る） 複数のきょうだいが同時に認可保育施設の利用

を申し込むもの

会社員、公務員、パート等
（就労先の内定が確認できるものを含む）
※5月1日の就労開始まで
※内職を除く

1
ひとり親世帯
（母子・父子世帯）

配偶者と離婚、死別、または未婚であるもの
配偶者が拘禁中であるもの
離婚を前提に別居しているもの

7
児童が障がい等を有する
場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福
祉手帳または特別児童扶養手当の受給者証を
交付されているもの及び障がい児保育を行う必
要が認められたもの

1 就労

内職

9
きょうだい同時申込
（当項目内で重複不可）

既にきょうだいが認可保育施設に在籍している
もの

3
保護者の

疾病･障がい

10 多胎児の同時申込
双子・3つ子等（多胎児）が同時に認可保育施設
の利用を申し込むもの
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 11．きょうだいで保育施設の入所を申込む場合 

きょうだいで同時期に申込みを行う場合、保護者の方のご意向に沿えるよう、入所希望状況の聞き取り

を行っております。選択した内容が入所決定施設に影響しますのでご注意ください。 

 

【質問内容】 
（１）きょうだいで同じ保育施設に入所することを希望しますか？ 

Ⅰ 
きょうだいで同じ保育施設へ入所する。（別々の園になることは望まない） 

同じ保育施設に入所できない場合は、入所できるまで待機する。 

Ⅱ 
きょうだいで同じ保育施設へ入所することを優先する。 

同じ保育施設に入所できない場合はきょうだいそれぞれの希望順位に入所可能な施設へ入所する。 

Ⅲ きょうだいそれぞれの希望順位に入所可能な保育施設へ入所する。 

 

（2）きょうだいのうち、どちらかが保育施設に入所できない場合どうしますか？ 

ア ひとりでも入所を希望する。 

イ 全員入所しない。 

※アを選んだ場合は、きょうだいのうちひとりのみ入所する場合においても、就労（育児休業中の場合は復 

職）等の保育認定が必要となります。 

 

 

【フローチャート】 

 
選択内容における調整結果のイメージは 17 ページをご参照ください。 
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きょうだい入所選考のイメージ 

【想定パターン】 

 

① 
きょうだいで同じ保育施設へ入所する。（別々の園になることは望まない。） 

同じ保育園に入所できない場合は全員を未入所とする。 

調整

結果 

パターン１ パターン２ パターン 3 

兄 C 園 弟 C 園 兄 未入所 弟 未入所 兄 未入所 弟 未入所 

② 

きょうだいで同じ保育施設へ入所することを優先する。 

同じ保育施設に入所できない場合はきょうだいそれぞれの希望順位に入所可能な施設へ入所する。 

どちらかが未入所となった場合はひとりでも入所を希望する。 

調整

結果 

パターン１ パターン２ パターン 3 

兄 C 園 弟 C 園 兄 A 園 弟 D 園 兄 D 園 弟 未入所 

③ 

きょうだいで同じ保育施設へ入所することを優先する。 

同じ保育施設に入所できない場合はきょうだいそれぞれの希望順位に入所可能な施設へ入所する。 

未入所となるきょうだいがいる場合は全員を未入所とする。 

調整

結果 

パターン１ パターン２ パターン 3 

兄 C 園 弟 C 園 兄 A 園 弟 D 園 兄 未入所 弟 未入所 

④ 
きょうだいそれぞれの希望順位に入所可能な保育施設へ入所する。 

どちらかが未入所となった場合はひとりでも入所を希望する。 

調整

結果 

パターン１ パターン２ パターン 3 

兄 A 園 弟 C 園 兄 A 園 弟 D 園 兄 D 園 弟 未入所 

⑤ 
きょうだいそれぞれの希望順位に入所可能な保育施設へ入所する。 

未入所となるきょうだいがいる場合は全員を未入所とする。 

調整

結果 

パターン１ パターン２ パターン 3 

兄 A 園 弟 C 園 兄 A 園 弟 D 園 兄 未入所 弟 未入所 

 

  

パターン１ パターン２ パターン３ 

兄：第１～６希望に入園できる 

弟：第３～６希望に入園できる 

兄：第１～３希望に入園できる 

弟：第４．5 希望に入園できる 

兄：第 3～６希望に入園できる 

弟：第６希望まで入園できない 

兄 A B C D E F 

弟 A B C D E F 

兄 A B C D E F 

弟 A B C D E F 

兄 A B C D E F 

弟 A B C D E F 
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12．申込書の記入例 

※市記載欄

四国中央市長　宛

※ボールペンで記入してください。鉛筆または消えるペンで記入しないでください。

 
四

四国中央市

090 - 0000 - 0000

080 - 0000 - 0000

0896 - 28 - 6022

※代表保護者は保育料等の納付義務者となります。また、連絡先はSMSによる納付等に関する連絡に利用する場合があります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0

※学業や就労等のため別居している家族についても記入してください。

別居：□有

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０２ ３ 歳
別居：□有
出産予定日：

復職日：R8.5.1

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０２ ３ 歳

歳

歳

歳

➁希望する利用期間・施設名

■市記載欄

□マイナンバー(個人番号)カード □通知カード

□個人番号が記載された住民票の写し等 □その他(　　　　　　　)

□マイナンバー(個人番号)カード □顔写真付き身分証明書(運転)免許証等

□その他書類２つ(　　　　　　　,　　　　　　)

育児休業中の場合
☐直ちに入所を希望する

☐希望する保育施設へ入所できない場合、育児休業の延長も許容できる（優先順位が下がります）

氏 名

個人番号（マイナンバー） （第　3　子）

〇〇〇四国中央店四国　ハナコ

シコク　ミライ
11 〇〇小学校６年四国　みらい

四国　太郎
父 元年  8月  4日

S・H

シコク　ハナコ

34

➀同居家族の状況（令和８年４月１日時点の年齢、学年を記入してください。）

フリガナ
続柄 生年月日 年齢 勤務先等の名称・学校名

申
請

児
童
の

同
居

者
（

申

請
児
童

を
除
く
）

□□保育園
施
　
設
　
名

□令和　　年　　月　　日まで
☑小学校就学前まで

 第４希望  第５希望  第６希望

②身元確認書類 有

備
　
考

受付
担当者

●●保育園

2年　5月 16日

①番号確認書類 有

利　用　期　間

☑令和　８年　４月　１日から

 第１希望  第２希望

マイナンバー（個人番号）の記載 　□有　　　　　　　　□無

チュウオウ　カツアキ
64

 第３希望

××保育園 ▲▲保育園

〇〇認定こども園

シコク　キラリ
5

S・H・R

〇〇認定こども園年長四国　きらり

農業中央　克明

備　 考

令和７年１月１日時点の住所（市外から転入の方のみ）

第２連絡先 続柄（父 ）

第３連絡先 続柄（自宅 ）

個人番号（マイナンバー）

母
S・H

4年  2月 25日

個人番号（マイナンバー）

シコク　タロウ

36
株式会社〇〇〇〇

36年 11月 13日

S・H・R

申
請
児

童

第１連絡先 続柄（母 ）

申請日：令和　　　年　　月　　日

シコク　ユメ

四国 ゆめ
子

任意

女
  　令和３年 ４ 月 25 日

令和８年度 施設型給付費･地域型保育給付費等

三島宮川４丁目６番５５号  ○○マンション　1001号室

氏   名

ひとり親の場合
 □離婚（　 　年  　月　  日）　　　 □死別（ 　　年  　月）　  　□未婚

 □別居（ 　　年　　月　　日頃から）【調停中　□有　□無】

生活保護の適用  □有 　(  　　年　 　月　 　日開始)   在宅障がい児(者)家庭  □（対象者氏名　　　　　　　）

姉
S・H・R

26年  6月  9日

姉

祖父

氏名

歳
２・３ 号

認定証番号

□新規申込　□出生前申込
□連携施設　□認定切替

 小学校区（　  　　　　　）

四国　太郎

現在ご利用中の施設 （　　　　　　　　　　　　　）※該当施設（認可外保育施設等含む）がある場合は必ずご記入ください。

記入例

次のとおり、特定教育・保育給付認定及び施設入所を申請します。

また、特定教育・保育給付認定及び保育料決定に必要な世帯情報及び課税情報を、四国中

央市長が閲覧し、利用者負担額を施設へ提示することに同意します。

代
表
保

護
者

住所

特定教育・保育給付認定申請書 兼 入所(園)申込書

フリガナ

性
別

続
柄

生
年
月

日

★市役所に提出する日を

記入してください。

★令和８年４月１日現在の

年齢を記入ください。

入園が決まった場合に、通うことができる施設をご記入ください。

該当する場合は必ずご記入ください。

また、証明書類の提出が必要となります。

★代表保護者は保育料等の納付義務者となります。

すでに在園児がいる場合や、きょうだいで申込をさ
れる場合、代表保護者は統一してください。

★育児休業から復職予定で申し込む方は

ご記入ください。

 

入所申込みに係る各種様式を HP「令和 8 年度 保育園等

の利用申し込みに必要な書類」にて掲載しています。 

申込書については、電子上で作成することができます。 
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□ 以下の内容については、同時申込のきょうだいの申請書に記入済みのため省略(きょうだい氏名：　　　　　　　　　)

➂保育の利用を必要とする状況等 

☑ 就労(雇用･自営･内職) □ 疾病･障がい □ 求職活動(起業予定を含む)

□ 親族の介護･看護 □ 就学 □ 育児休業の取得に係る子ども以外の入所

□ 災害復旧 □ 虐待･ＤＶ □ その他（　　　　　    　　　　　　　　　　 ）

☑ 就労(雇用･自営･内職) □ 疾病･障がい □ 求職活動(起業予定を含む)

□ 親族の介護･看護 □ 就学 □ 育児休業の取得に係る子ども以外の入所 □妊娠・出産

□ 災害復旧 □ 虐待･ＤＶ □ その他（　　　　　    　　　　　　　　　　 ）

月 曜日 から 金 曜日 まで ７ 時     30  分　から 17 時   00  分　まで

☑標準時間 (１ヶ月の就労時間が120時間以上) 保育時間 (最大11時間)

□短時間   (１ヶ月の就労時間が 64時間以上) 保育時間 (最大 8時間)

➃祖父母の状況 

フリガナ

氏　名

シコク　ヒロシ □同居　☑別居
○○県○○市〇〇番地 　△△株式会社

四国　広 65 □死亡・離別 　
歳

シコク　ヨシコ □同居　☑別居

四国　良子 64 □死亡・離別 同上 　　療養中
歳

☑同居　□別居

□死亡・離別
歳

□同居　□別居

☑死亡・離別
歳

■市記載欄

・父　親 □就労証明書　□申立書( 求職/病気/介護（看護）/就学 )　□診断書　□保育困難証明書

□育休期間証明書

・母　親 □就労証明書　□申立書( 求職/出産/病気/介護（看護）/就学 )　□診断書　□保育困難証明書

□育休期間証明書

・在宅障がい児（者） □身体障害者手帳　□療育手帳　□特別児童扶養手当証書　□精神障害者福祉手帳

・ひとり親 □児童扶養手当受給( 有 ・ 無 ) □戸籍謄本写　□ひとり親家庭医療費受給者証

・その他 □在学証明書(時間割)　 □身体障害者手帳（有・無）　 □介護保険証　 □保育必要量の変更申請書

父
 
方

祖

父

有
無

☑
□

祖

母

有
無

□
☑

１ヶ月の

就労日数
日

保育を希望する

利用日時

利用曜日 　利用時間帯

児童の送迎が可能なご家族    ☑父 ・ ☑母 ・ □祖父 ・ □祖母 ・□その他 (           )

保育の利用を

必要とする事由

※就労状況につ

いては添付書類

の就労証明書に

て確認します

父

①
１日当りの

就労時間
時間 ②

１ヶ月の

就労日数
日 ③

母
 
方

祖

父

有
無

□
□

祖

母

有
無

□
□

希望する保育

必要量の区分

→

→

◎実際にご利用いただける保育時間は、標準時間･短時間ともに、ご家庭で保育ができない時間帯のみです。

年齢 就労

備   考

同居状況等 住所（別居の方のみ） 会社名等 備   考

母

①
１日当りの

就労時間

８ 時間（①×②）

７ 2 0 １ ４

８ 2 1 １ ６
１ヶ月の

就労時間

０ 時間（①×②）時間 ② ③
１ヶ月の

就労時間

★この備考欄には、必要に応じて、就労状況の詳細や、保育を必要とする状況等について記入してください。

★下線以降の記入は必要ありません。

★同居または死亡・離別の場合、他項目の記入は必要ありません。

③・④の内容については、きょうだいが同時に申込をする場合に限り、

どちらか一方のきょうだいの申請書に記入していれば省略が可能です。
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13．保育料について 

【3～5 歳児及び０～２歳児の市民税非課税世帯の保育料】 

令和元年 10月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、３～５歳児クラスの子どもたち及び

０～２歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもたちの保育料は無償になりました。なお、実費として

徴収されている費用（給食費※、通園送迎費、行事費など）は無償化の対象外です。 

※３～５歳児の保育認定（２号認定）の副食費については、保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。 

０～２歳児クラスの給食費は保育料に含まれます。 

【０～２歳児の保育料】 

０～２歳児の保育料は、公立、私立に関わらず、市が世帯の市民税（主に市民税所得割額）を基に

保護者の所得階層を判定し、決定します。令和 8年 4 月から 8月までは令和 7年度の市民税額、9

月から令和 9年 3月までは令和 8年度の市民税額を基準とします。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

令和 7年度 市民税所得割額で算定 令和 8年度 市民税所得割額で算定 

【計算のしかた】 
毎年５～６月に会社や自治体等から受け取る「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決

定・変更通知書」（特別徴収の方が対象）及び自治体から直接個人に届く「市民税・県民税納税通知

書」（普通徴収の方が対象）で保育料を試算することができます。 

《例》「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」で試算する場合

 

保育料算定の基準となる市民税所得割額 計算式（住宅ローン控除等がある場合は②・③を加算） 

①15,300円＋②47,628 円＋③10,249円＝73,177 円 

◆父母それぞれについて計算していただき、合計した額が基準額となります。 

 

 

 

 

 

 

 
四国中央市内にお住まいであった方で、税申告をされていない等のため、市民税額が不明な世帯につき

ましては、所得階層が最高階層区分となります。税務署又は市役所税務課において、税申告を行ってい

ただき、確認できた翌月から市民税額に応じた所得階層に改めさせていただきます。  

令和〇年度　　給与所得等に係る市民税・県民税　特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用） 税額控除前所得割額④ 76,200
給 与 収 入 税 額 控 除 額 ⑤ 60,877
給 与 所 得 所 得 割 額 ⑥ 15,300
その他の所得計 均 等 割 額 ⑦ 3,500      ①

特

障

他

障

寡

婦

特

寡

寡

夫

地 震 保 険 料 0

そ

の

他

同

障

特

障

他

障

1

変 更 月

差引納付額（⑧-⑪-⑨ ,⑩）

10,200
2,200

所

　

　

　

得

　

　

　

控

　

　

　

除

税

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

額

31,200

0

0
　　　　　　　　　　　　　　　　月

1

50,800

課

 

 

税

 

 

標

 

 

準

先 物 取 引 0

生 命 保 険 料 49,956

0
既 充 当 額 ⑩

県

市

40,585

繰

越

損

失

0
基 礎 330,000

既 納 付 額 ⑪ 0
所得控除合計② 1,620,150

控

　

配

特 別 徴 収 税 額 ⑧ 31,200
勤

労

学

生

老

　

配

扶 養 親 族 該 当 区 分 本 人 該 当 区 分

雑 損 0 障 ・ 寡 ・ 勤 0

社 会 保 険 料 840,014 配 偶 者 特 別 0
小規模企業共済 0 扶 養

医 療 費 70,180 330,000

0

総 所 得 ③

山 林 所 得

分 離 短 期 譲 渡

1,270,000

0

0

均 等 割 額 ⑦

総 所 得金 額① 2,890,400 分 離 長 期 譲 渡 0
株 式 等 の 譲 渡 0

税額控除前所得割額④

税 額 控 除 額 ⑤

上 場 株 式 等 の 配 当 等 0

配 偶 者

所

　

得

主 た る 給 与

以 外 の 合 算

所 得 区 分

0

利

子

配

当

営

業

等

農

業

不

動

4,290,127

2,890,400

同

老

老

人

1

6

歳

未

満

所 得 割 額 ⑥

給

与

雑

譲

渡

・

一

時

特

定

変 更 前 税 額 ⑫
住宅ローン控除額　市民税　47,628円  ←②   寄附金控除額　市民税　10,249円  ←③

未

成

年

者

控 除 不 足 額 ⑨

増 減 額 （ ⑧ － ⑫ ）

住宅ローン控除額47,628円←②
寄附金控除額 10,249円←③
調整控除額 3,000円

市民税が不明な世帯の所得階層について 

 

保育料算定の基準となる市民税所得割額の計算には、「住宅ローン控除」「寄附金控除」「配当割額・株式等

譲渡所得割額控除」「配当控除」「外国税額控除」は適用されません。控除前の金額で計算してください。  

普通徴収と特別徴収の両方で課税されている方は、両方の市民税所得割額を合計して計算してください。 
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 14．０～２歳児（保育認定）の保育料基準額表         

原則として、父母の市民税所得割額の合計額に基づく階層区分により、保育料を決定します。保育料

のほかに、施設が定める実費徴収費用については、施設ごとに異なります。 

※保育料算定に必要となる市民税所得割額については、個人情報のため電話及び窓口ではお伝えできません。そのため、勤務先から

配付された「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」等をご覧いただくか、市民窓口センターにて世帯の所得

課税証明書を取得し、確認してください。 
 

０～２歳児（保育認定）の保育料基準額表               (単位：円) 

 

軽減措置  
 

〇多子軽減 
小学校就学前の範囲で、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年長の子どもから順に 2人目は半額、 

3人目以降は 0 円とします。 

ただし、一般世帯のうち C1・C2及びD1階層のうち市民税所得割 57,700 円未満の世帯について 

（ひとり親世帯等については C1・C2・D1及びD2階層のうち市民税所得割 77,101 円未満の世帯 

について）は、多子判定における年齢制限が撤廃され(*１)、子どもの年齢に関わらず、生計を一にしてい

る子どものうち最年長の子どもから順にカウントします。 

【四国中央市独自の多子軽減】 
生計を一にする１８歳（１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある子）以下の児

童が４人以上いる世帯で、年長者から数えて４人目以降の児童についても０円となります。 

○ひとり親世帯等(＊２)の軽減 
C1・C2・D1及びD2階層のうち市民税所得割 77,101 円未満の世帯については、標準時間の場合

5,000円、短時間の場合 4,900 円とし、２人目以降は０円とします。  
 

*１ 学業等のため別居しているお子さまで、入所申込書に同居家族として申し出ていない場合は、書類による申し出

が必要です。 

*２ 「ひとり親世帯等」とは、母子世帯、父子世帯又は在宅障がい児（者）のいる世帯等をいいます。 

階 層 区 分  
０～２歳児 

標準時間 短時間 

Ａ 生活保護世帯 0  

 

       

0    

Ｂ 市民税非課税世帯 0       0 

Ｃ1 市民税均等割世帯 14,000 13,700 

Ｃ2 市民税所得割   48,600 円未満 17,000 16,700 

Ｄ1 市民税所得割   64,700 円未満 22,000 21,600 

Ｄ2 市民税所得割   80,800 円未満 26,000 25,500 

Ｄ3 市民税所得割   97,000 円未満 28,000 27,500 

Ｄ4 市民税所得割 121,000 円未満 31,000 30,400 

Ｄ5 市民税所得割 145,000 円未満 37,000 36,300 

Ｄ6 市民税所得割 169,000 円未満 42,000 41,200 

Ｄ7 市民税所得割 235,000 円未満 47,000 46,200 

Ｄ8 市民税所得割 301,000 円未満 54,000 53,000 

Ｄ9 市民税所得割 397,000 円未満 57,000 56,000 

D10 市民税所得割 397,000 円以上 57,000 56,000 
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15．３～５歳児の副食費について 

 幼児教育・保育の無償化に伴い、これまでは保育料に含まれていた副食費は、保護者の皆様から実費

を頂きます。ただし、所得や世帯状況等によって免除となる場合があります。 

【１号認定及び２号認定子どもの副食費徴収免除の範囲】 

 

  

第１子 第２子
第３子
以降

多子
カウント

第１子 第２子
第３子
以降

多子
カウント

1 免除 免除 免除 A 免除 免除 免除

免除 免除 免除 免除 免除 免除

階層区分 階層区分

生活保護世帯

生計を一にする
最年長の子ども
から順にカウン
ト

生活保護世帯

生計を一にする
最年長の子ども
から順にカウン
ト

2

市民税非課税世帯

B

市民税非課税世帯

市民税所得割額
免除 免除 免除

77,100円以下 48,600円未満

ひとり親・
障がい者世帯

免除 免除 免除

市民税所得割額
免除 免除 免除

ひとり親・
障がい者世帯

免除 免除 免除

4

市民税所得割額

○ ○ 免除 小学校３年生以
下の範囲におい
て最年長の子ど
もから順にカウ
ント

D1

市民税所得割額

ひとり親・
障がい者世帯

免除 免除 免除
ひとり親・
障がい者世帯

3

211,201円以上

市民税所得割額

免除 免除 免除77,101円以上 48,600円以上

211,200円以下 57,700円未満

免除 免除免除

C

免除 免除 免除

○ ○ 免除

5
市民税所得割額

〇 〇 免除
ひとり親・
障がい者世帯

免除 免除
生計を一にする最年長

の子どもから順にカウ

ント

D2

市民税所得割額

○ ○ 免除

小学校就学前の範囲
において、最年長の
子どもから順にカウ
ント

64,700円以上

77,101円未満

ひとり親・
障がい者世帯

免除 免除 免除
生計を一にする最年長

の子どもから順にカウ

ント

市民税所得割額

○ ○ 免除
小学校就学前の
範囲において、
最年長の子ども
から順にカウン
ト

77,101円以上

80,800円未満

D3
～

D10

市民税所得割額

○ ○ 免除80,800円以上

小学校就学前の範囲
において、最年長の
子どもから順にカウ
ント

57,700円以上

64,700円未満

ひとり親・
障がい者世帯

免除

・１号認定子ども ・２号認定子ども 

※○・・・副食費負担 

※第２子の半額措置はありません 

※３号認定（０～２歳児クラス）の給食費

は、これまでどおり保育料に含まれます 
 

【四国中央市独自の多子軽減】 
生計を一にする１８歳（１８歳に達する

日以降の最初の３月３１日までの間にあ

る子）以下の児童が４人以上いる世帯

で、年長者から数えて４人目以降の児童

についても免除されます。 
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16．その他の保育サービスについて 

（1）一時預かりについて 

保護者の就労や疾病、出産、看護、冠婚葬祭などで、一時的に家庭で保育が困難な場合に、保育

施設でお子さまをお預かりするサービスです。週 3回程度（月 15日）を限度として利用すること

ができます。 

【利用料】 

◯ 1日 1,500円（前年度市民税非課税世帯/無料） 

一時預かり施設 

施 設 名 利用可能年齢 利用可能時間 電 話 番 号 

乳児保育所こども村（私立） 
満 1 歳～3 歳 

【月～金】 

８時 30分～16時 

0896－56－1310 

乳児保育所こころ（私立） 0896－58－1787 

みしま乳児保育園（私立） 0 歳(生後 57 日～) 

【月～金】 

9時～16時 

0896－28－1512 

寒川保育園（公立） 

満１歳～就学前 

0896－28－6087 

土居保育園（公立） 0896－28－6372 

認定こども園アンジェリーナ（私立） 0896－74－6980 

東保育園（私立） １歳児～就学前 0896－28－6085 

妻鳥保育園（私立） 満４歳～就学前 0896－22－3980 

 

・幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育を利用しているお子さまは利用できません。 

・登録は 1園においてのみ可能です。 

・1人で歩行できること、離乳食が完了していることも条件となります。(みしま乳児保育園を除く) 

・初めて利用される場合は、利用前に施設で登録申請と面談をしていただく必要があります。 

なお、登録は年度ごとに必要です。 

 ・受付方法等については、各施設で異なりますので直接お問い合わせください。 

 

（2）病児保育について  

お勤めや急な用事など、やむを得ない事情で、ご家庭でお子さまの看護ができない場合、保護者に 

代わって、看護師・保育士が病気または病気の回復期のお子さまをお預かりして看護保育します。入 

院や、医療を行うものではありませんので、通院で治療の行える程度のお子さまが対象となります。 

四国中央市では、ふじえだファミリークリニックに委託し、病院内に開設しています。 

 

【利用料】 

◯ 1日 2,500円（市民税非課税世帯/1,000円 生活保護世帯/無料）  

名称 利用可能年齢 利用可能時間 電 話 番 号 

病（後）児保育ルーム 

エミリア 

生後５か月～ 

小学６年生まで 

【月～金】 

9時～17時半 
0896－23－5925 
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市内認可保育施設一覧       

保育園（15 園） 
保育園施設案内はこちらから→ 

各施設のHP リンクも掲載しています。 

 

運営 施設名 利用定員 
入所可能 

年齢 
所在地 電話番号 開園時間（*1） 

私立 

妻鳥保育園 120 １歳児～ 妻鳥町 573番地１ 22-3930 

7：30～18：30 

（延長保育） 

7：00～7：30 

18：30～19：00 

乳児保育所こども村 50 
生後100日～ 

２歳児 

金生町山田井 107番地 56-1310 

7：30～18：30 

乳児保育所こころ 55 川之江町 2290 番地 58-1787 

東保育園 90 １歳児～ 三島朝日１丁目５番 29号 28-6085 

7：30～18：30 

（延長保育） 

7：00～7：30 

18：30～19：00 

みしま乳児保育園 90 
生後 57 日～ 

２歳児 
中之庄町 542 番地 23-1311 

7：30～18：30 

（延長保育） 

18：30～19：00 

公立 

金生保育園 120 

１歳児～ 

金生町下分 1653番地１ 28-6273 

7：30～18：30 

上分保育園 45 上分町 545番地１ 28-6272 

松柏保育園 100 下柏町 389番地 28-6084 

中曽根保育園 120 中曽根町 1489 番地 28-6083 

寒川保育園 90 寒川町 1388 番地 3 28-6087 

豊岡保育園 60 豊岡町大町 1892番地１ 28-6088 

小林保育園 70 土居町小林 834 番地 28-6373 

土居保育園 90 土居町土居 1570番地 28-6372 

7：30～18：30 

（延長保育） 

7：00～7：30 

18：30～19：00 

北保育園 60 土居町蕪崎 712 番地 28-6374 

7：30～18：30 

北野保育園 30 土居町北野 1522番地 28-6376 

 

幼稚園（2 園）   

運営 施設名 利用定員 
入所可能 

年齢 
所在地 電話番号 開園時間 

公立 

新宮幼稚園 30 

３歳児～ 

新宮町新宮 460 番地 28-6418 

8：30～14：00 

三島東幼稚園 90 上柏町 99 番地 28-6089 
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認定こども園（８園） 
認定こども園施設案内はこちらから→ 

各施設のHP リンクも掲載しています。 

 

運営 施設名 利用定員 
入所可能 

年齢 
所在地 電話番号 開園時間（*1） 

私立 

認定こども園 

金生幼稚園 

保育 90 

（保育） 

生後6か月～ 

 

 

（教育） 

３歳～ 

金生町下分 701 番地 58-6510 

7：30～18：30 
 

教育時間は各施設に 

お問い合わせください。 

教育 30 

認定こども園 

三島幼稚園 

保育 130 
三島宮川３丁目20番４号 24-3183 

教育 75 

緑ヶ丘認定こども園 
保育 80 

金生町山田井 350番地 58-6111 
教育 114 

愛和認定こども園 
保育 60 

中之庄町 1216 番地 24-3533 
教育 120 

認定こども園 

   アンジェリーナ 

保育 55 
土居町上野乙 158番地１ 74-6980 

教育 15 

公立 

川之江こども園 
保育 120 

（保育） 

生後6か月～ 
※金田こども園

は１歳児～ 

 

（教育） 

３歳児～ 

川之江町 1061 番地 6 28-6270 

7：30～18：30 

（教育時間） 

9：00～14：00 

教育 75 

金田こども園 
保育 75 

金田町金川 203 番地１ 28-6275 
教育 15 

土居東こども園 
保育 104 

土居町津根 1650番地 28-6375 
教育 36 

 

地域型保育事業所（3 園） 
地域型保育施設案内はこちらから→ 

各施設のHP リンクも掲載しています。 

 

運営 施設名 利用定員 
入所可能 

年齢 
所在地 電話番号 開園時間（*1） 

私立 

【事業所内保育事業】 

保育施設しゃぼん玉 
19 

従業員枠 有 
生後７か月～    

２歳児 
上分町 861番地 20 56-1786 

8：00～19：00(*2) 

（延長保育） 

※従業員枠のみ 

7：00～8：00 

19：00～20：00 

【小規模保育事業】 

ひまわりハッピー保育園 
12 

生後４か月～    

   ２歳児 
金生町山田井乙 18 番地１ 22-4550 

7：30～18：30 
【事業所内保育事業】 

ヤクルト法皇保育園 
12 

従業員枠 有 
生後６か月～    

   ２歳児 
妻鳥町 624番地 1 22-3518 

「卒園後の受け皿」「代替保育の提供」「保育内容への支援」の役割を担う連携施設が設定されています。 

 連携施設の詳しい内容及び各施設の連携先一覧については HPをご確認ください。 
 

 

*１ 開園時間のうち、保育標準時間は 7：30～18：30、保育短時間は 8：30～16：30 となります。 

*２   開園時間のうち、保育標準時間は 8：00～19：00、保育短時間は 8：00～16：00 となります。 

 

 

※令和 8 年 4 月 1 日時点の情報です。 
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保育料の滞納について 

保育料や給食費は、納め忘れを防ぐため、口座振替によるお支払いをおすすめしております。 

保育料は、保育所等を運営するための費用に充てられる大切なものです。滞納されますと、納付

いただいた方との公平性が失われるだけでなく、保育現場にも影響が及びます。 

本市では、財政課に「歳入対策室」を設置し、収納対策の強化に取り組んでおります。保育料が

納期限までに納付されない場合には、勤務先への給与照会等の財産調査、法令の規定による滞納処

分といった手続きを行うことがあります。 

 何らかの事情で納付できない場合は、児童手当からの徴収や分割納付などのご相談に応じますの

で、保育幼稚園課までご連絡ください。 


